
今年も残りわずかとなりました。１２月は、冬至やもちつき、大みそか

など、昔から伝わる行事が沢山あります。かぜやインフルエンザなどの感

染症に罹りやすい時期でもあるのでしっかり予防して行事を迎えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

文部科学省が令和４年全国の小中高生 800 万人超を対象にアレルギ

ー調査を実施しました。その結果、前回調査と比較して食物アレルギー

は 4.5％から 6.3％、アナフィラキシーは 0.48％から 0.62％とそれぞれ

増加傾向でした。 

食物アレルギーがある場合は、学校に届け出て、家庭や学校において

適切な対応をする必要があります。自分自身のアレルギー体質を正しく

理解することが重要となります。 

学校給食便り １２月 

 

 

 

 

 

１ 学校生活管理指導表の保険診療化 

   厚生労働省は令和 4 年から、学校生活管理指導表の食物アレルギー・ア

ナフィラキシーの記述に関して、必要な情報を学校等に提出した場合、保

険診療で賄うことを決定しました。 

２ 木の実類アレルギーの増加と義務表示 

消費者庁は、令和５年３月から、くるみを特定原材料へ義務表示化させ

ました。これは、昨今、急激に木の実類アレルギー、特にくるみとカシュ

ーナッツアレルギーが増加しており、それに起因するアナフィラキシーも

増えてきていることによります。給食で木の実類の提供を控えることで新

規アレルギー発症を未然に防ぐことになります。 

  

 

 

 


